
 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

地区計画の変更（京都市決定） 

 
都市計画吉祥院宮ノ東町地区地区計画を次のように変更する。 

名   称  吉祥院宮ノ東町地区地区計画 

位   置  京都市南区吉祥院宮ノ東町及び吉祥院宮ノ西町の各一部 

面   積  約 ２．５ ヘクタール 

地 区 計 画 の 目 標 

 当該地区は、葛野大路通、西大路通等に近接しており、土地区画整理事業によ

り都市基盤が整備され、工業、流通業務施設等の立地に恵まれた地区である。ま

た、都市計画マスタープランにおいて、周辺の住環境に配慮しながら、業務・研

究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導する地区として位置付けられている。 

 このような地区に地区計画を策定することにより、周辺環境と一体的な街区の

再構築を図り、業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導するととも

に、緑化などによる周辺市街地の良好な居住環境の形成及び地域コミュニティの

維持向上を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土 地 利 用 に 

関 す る 方 針 

 業務・研究開発・生産施設の高度化と並行して、敷地内緑化を促進するなど、

周辺環境と調和した土地利用を図る。 

 また、地域開放可能な施設の整備や、災害時に対応可能な設備の整備などによ

り、周辺市街地の良好な居住環境の形成に合わせた地域コミュニティの維持向上

に資する一体的な整備を図る。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

 敷地周囲に歩行者用通路を定めるとともに、道路に面して地域住民に開放され

た緑地を定めることにより、地域住民の安全性の向上とゆとりとうるおいのある

都市環境の形成を図る。 

 また、敷地外周部に保安上の観点からかき又はさくを設ける場合は、緑地や歩

行者用通路より内側に透過性のある構造のさくや生垣を用いるなどにより、良好

な景観の形成を図る。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 建築物等の用途の制限及び容積率の最高限度を定めることにより、業務・研究

開発・生産機能の充実を図る。 

 また、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、形態又は色彩その他の

意匠の制限を定めることにより、ゆとりある公共空間を創出するなど、周辺環境

への配慮を行いながら、工業分野における先進性を表現するデザインを誘導し、

ものづくり都市・京都を先導する良好な街区の形成を図る。 

地
区
整
備
計
画 

地 区 施 設 の 

配置及び規模 

緑地 約１，５００平方メートル 

   計画図に表示する区域のうち、出入口等の部分を除く部分とする。 

歩行者用通路１号 幅員３メートル、延長約１４０メートル 

歩行者用通路２号 幅員３メートル、延長約１３０メートル 

歩行者用通路３号 幅員３メートル、延長約１３０メートル 

歩行者用通路４号 幅員３メートル、延長約１４０メートル 
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地区の

区 分 

地区の名称 Ａ地区 

地区の面積 約１．８ヘクタール 

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面

積の合計が２００平方メートルを超えるもの 

⑷ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑸ 建築基準法（以下「法」という。）別表第２（わ）項第７号

及び第８号に掲げるもの 

建 築 物 の 容 積 率 の 

最 高 限 度 
１０分の４０ 

建 築 物 の 容 積 率 の 

最 低 限 度 

１０分の１０。ただし、法第５９条第１項第１号又は第２号に規

定する建築物については、この限りでない。 

建 築 物 の 建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の５（次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては 

１０分の６、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては１０

分の７）。ただし、法第５３条第６項第２号又は第３号に該当する

ものについては、この限りでない。 

⑴ 耐火建築物等（法第５３条第３項第１号イに規定するものを

いう。）又は準耐火建築物等（法第５３条第３項第１号ロに規

定するものをいう。） 

⑵ 法第５３条第３項第２号に規定する建築物 

建築物の建築面積の 

最 低 限 度 

 ５００平方メートル（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それぞれの建築面積が５００平方メートル）。ただし、

法第５９条第１項第１号又は第２号に規定する建築物については、

この限りでない。 

壁 面 の 位 置 の 制 限 １ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」とい

う。）から、道路（八条通を除く。）の境界線までの距離の最低

限度は、吉祥院経１２号線の境界線にあっては５メートル、吉祥

院経８号線及び吉祥院緯４号線の境界線にあっては７メートルと

し、Ｂ地区との地区境界線までの距離の最低限度は３メートルと

する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 

⑴ 地盤面下の部分 

⑵ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す

るもので地階を除く階数が１のもの及び玄関ポーチその他これ

に類する建築物の部分 



２ 壁面から、八条通の境界線までの距離の最低限度は、９メート

ルとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでな

い。 

⑴ 地盤面下の部分 

⑵ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す

るもので地階を除く階数が１のもの及び玄関ポーチその他これ

に類する建築物の部分 

⑶ 八条通の境界線までの距離が３メートル以上である１又は         

２以上の建築物（⑴若しくは⑵に掲げる建築物又はその部分を

除く。）のうち、八条通の境界線までの距離が９メートルの範

囲内にある部分の床面積の合計が２０平方メートル以内である

もの 

建 築 物 等 の 高 さ の 

最 高 限 度 

４５メートル（吉祥院経１２号線の境界線からの水平距離が４０

メートルの範囲内の区域にあっては、３１メートル） 

建 築 物 等 の 形 態 

又 は 色 彩 そ の 他 の 

意 匠 の 制 限 

１ 建築物は、直線的で秩序ある構成を基本とし、端正でまとまり

のある形態とすること。 

２ 建築物の屋根の材料は、地域特性を踏まえた良好な屋上の景観

に配慮されたものとすること。 

３ 建築物の屋根の色彩は、光沢のない灰色、光沢のない黒色又は

光沢のない濃い茶色とすること。 

４ 塔屋等の高さ（塔屋等が周囲の屋根又は床と接する位置の平均

の高さにおける水平面からの当該塔屋等の最上部までの高さをい

う。）は、４メートル以下とすること。ただし、機能上必要であ

り、かつ、建築物の最高の高さからの塔屋等の最上部までの高さ

が４メートルを超えず、地域の良好な景観の形成に支障がないと

認められる場合は、この限りではない。 

５ 塔屋等の位置、規模及び形態意匠は建築物全体として均整がと

れたものとすること。 

６ 建築物の外壁は、周辺への圧迫感の低減を図るため、道路から

の十分な後退又は外壁面の分節等を行うこと。 

７ 建築物の主要な外壁に使用する材料は、光沢のないものとする

こと。ただし、ガラス及び自然素材については、この限りではな

い。 

８ 建築物の主要な外壁の色彩は、次に掲げる色彩とすること。た

だし、着色を施していない自然素材については、この限りではな

い。 

⑴ ＹＲ（黄赤）系、Ｙ（黄）系の色相で、彩度が３以下かつ 

明度が４以上であるもの 

⑵ Ｐ（紫）系、ＰＢ（青紫）系の色相で、彩度が２以下かつ明

度が４以上であるもの 



⑶ Ｎ（無彩色）系の色相で明度が４以上のもの 

９ 建築物の外壁は、傾斜した壁（柱を含む）としないこと。 

10 建築物にバルコニー及び屋外階段を設ける場合は、位置、規模

及び形態意匠は建築物本体と均整がとれたものとすること。 

11 屋上及び公共の用に供する空地から望見される位置に設ける建

築設備は、ルーバー等で適切に修景し、建築物本体と均整がとれ

たものとすること。 

12 公共の用に供する空地に面して門、塀又は生垣等を設置する場

合は、建築物本体との調和を図るとともに、周辺の景観と調和し

たものとすること。 

13 道路に沿って緑地帯を設けるなど、緑豊かな潤いのある町並み

景観の形成に向けた植栽等を行うこと。 

14 建築物の屋上に設ける太陽光発電装置は建築物の本体と均整が

とれたものとすること。 

15 工作物のうち、土地に定着するものは、高さが２０メートルを

超えないものとすること。また、建築物に定着するものは、当該

建築物の最上部を超えないものとすること。 

16 工作物の規模及び形態意匠は、地区内の建築物と調和するとと

もに、周辺の町並み景観に違和感を与えないものとすること。 

また、建築物に定着するものは、建築物の本体と均整がとれた

ものとすること。 

17 工作物の色彩は８に掲げる色彩を基調とすること。また、建築

物に定着するものは、建築物との調和に配慮した色彩とするこ

と。 

18 工作物のうち、携帯電話用アンテナを建築物の外壁面に設置す

る場合は、その色彩を当該外壁面の色彩に合わせること。 

19 工作物のうち、土地に定着する太陽光発電装置は、色彩その他

意匠が周辺の町並みの景観に違和感を与えるものでは無いこと。 
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地 区 の

区 分 

地区の名称 Ｂ地区 

地区の面積 約０．２ヘクタール 

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑵ 法別表第２（わ）項第７号及び第８号に掲げるもの 

壁 面 の 位 置 の 制 限 壁面から、道路の境界線までの距離の最低限度は、３メートルと

する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 

 ⑴ 地盤面下の部分 

 ⑵ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す      

るもので地階を除く階数が１のもの及び玄関ポーチその他これ

に類する建築物の部分 

地 区 の

区 分 

地区の名称 Ｃ地区 

地区の面積 約０．５ヘクタール 

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑷ 法別表第２（わ）項第７号及び第８号に掲げるもの 

「地区計画区域、地区整備計画区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

理由 

本都市計画は、本市のものづくり産業の基盤となる業務・研究開発・生産機能の高度化及び集積を誘導す

るとともに、緑豊かで安心・安全な周辺市街地の居住環境の形成及び地域コミュニティの維持向上を図るた

め、地区計画を変更するものである。 
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地区施 設（歩 行 者用 通路）

地区施 設（緑地）
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